令和８年度スポーツ振興基盤整備事業
実施要項

１　目　　的
　　　未普及競技の振興に向けた支援をすることにより、幅広くスポーツ振興を図る。

２　内　　容
　　　下記のいずれかに該当するものに係る経費を補助する。
（１）大会やイベントに係る会場費
（２）競技の普及振興に必要な競技用具等
（３）上記以外で、本県のスポーツ振興に必要があると本会が認めるもの

３　対象団体
（１）国民スポーツ大会正式競技以外の各競技団体

４　補助上限額
　　１団体１５万円を上限とする

５　申請・報告
（１）４月末日までに、所定の様式にて予算根拠資料（見積もり等）を添付した上で申請を行う。
（２）事業実施後は、必要書類を添付のうえ、事業完了後１ヶ月以内または、３月３１日のいずれか早い方までに精算を行うこと。併せて、要項等を提出すること。
（３）様式は、大分県スポーツ協会ホームページからダウンロードして使用すること。

６　決定方法
　　  申請のあったもののうち、大分県スポーツ協会で審査のうえ、決定する。

７　留意事項
（１）申請を希望する団体は、予め大分県スポーツ協会にその旨を伝えること。
（２）実施計画に変更が生じた場合は、新たな事業計画書（様式１）及び事業収支予算書（様式２）を提出すること
（３）関係団体の指定口座への振り込みとする。
（４）指定された期日までに、報告が行われない又は虚偽の記載がある場合は、補助金の交付はできない。
